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・金沢星稜大学及び金沢星稜大学
女子短期大学部研究倫理委員会
・予備調査委員会

・不正行為及び不正使用防止計画の
策定・推進

・研究倫理についてのコンプライアンス
教育の企画・実施等

・不正行為及び不正使用に関する調査
実施の決定
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